
 

 

 

すでに有料イベントや旅行を申し込んだ消費者から、契約内容や解約などに

関するトラブルの事例が寄せられています。また、最近は新型コロナウイルス

の感染拡大を懸念した解約に関する事例も見られます。 

 

事例１ ３か月後に開催される予定のイベントのチケット 

をインターネット上で申し込み、急いで代金をクレジット 

カードで決済した。しかし、後日都合が悪くなり、解約しようと規約を確認し

たら、「代金の半額に相当する手数料が発生する。」となっていた。イベントま

での期間は十分あるのだから、手数料なしで解約できないか。 

 

事例２ 来月息子がホテルでの結婚式を開催する予定だが新型コロナウイル

スの感染拡大が懸念されるため、式の中止又は延期を検討している。このよう

な状況でも解約料は発生するのだろうか。 

        事例３ 海外旅行サイトで海外のホテルを予約後に、予約確

定メールを受け取った。しかし、当日ホテルに到着すると「予

約が入っておらず、宿泊できない。」と言われた。 
・交渉の結果、トラブルになってしまった場合は、早めに消費生活センターにご相談くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●インターネット上で申し込む際は、対面や電話での説明を受けることはできません。自分自身

で利用規約等をよく読むとともに、予約内容や解約、変更などの契約条件についても十分に確認

したうえで申し込む必要があります。なお、申し込みの方法によらず、こうした事項について確

認しておくことは大切です。 

●一度成立した契約の解約や内容を変更するための条件（解約料、手数料、その発生時期等）に

ついては、特にトラブルの要因になりやすいため、事前に必ず確認することが大切です。 

●すでに申し込んでいる方も、万が一の場合に備え、この機会に契約内容等を改めて確認してお

くようにしましょう。 

●旅行サイトを利用して申し込む場合、予め運営する事業者が日本の事業者であるかどうかを

確認しましょう。また、契約後に送付される予約確認メールは、解約料等の契約条件や予約内容

を明示する大切なものです。その内容をよく確認するとともに、旅行が終わるまで大切に保管し

ておきましょう。 
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商品・サービスの契約トラブルは千葉市消費生活センターへ！ 

相談専用電話  ☎０４３－２０７－３０００ 
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